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AStudyontheVietna-eseLandDistributionRegulationof1804

YumioSAKURAI

ThcprocessbywhichState･ownedricefieldsofthe15thcenturybecamecommunal

landbythe19thcenturylSanalyzedbasedonanexaminationofthctextofGialongquân
■
capquandiGPlPhdPortheIJandI)istributionRegulatior10日804.

PartI, Inthecarly19thcentury,holdingsorc∂71gdiln,orstate-ownedriceLiclds,inthe

RedRiverdeltavariedbetweenvillages. Forexample,somevillageshadnocôngdign,

whileinothersallthericeficldswcl･CC∂'lgdiGJL. lnthe19thcentury,thetransfersystem

orcdngdi3n,whichhadbeenprohibitedillthe15thcentury,bccamcwider-spreadthrough-

outthedeltavillages. Furthcm10re,theccrltralgovernmentcouldnotcontrolthepeasant

societybc(･allSCitcouldnotmakea(･Curatelarldrollsaridregisters,andbecausethenumber

orpcasalltSWhoabandonedtheirlegalresidenceincreasedsharply. ThllS,ititsdoubtful

whethertheLand1)istributionRegulationor1804wallPutintoeHcct.

partll. TheHbllgDtl'cand Vi",Ai/la'l/iRcgulatioI-Shad in'､Iuded manydetailedacts

(ton(･erningthedistributorsorcô'lgdig",thegovernorsaridtaxcollectors. ButtheGia

Lo'lgReglllatiollincludedlュoSll(･hacts. Thelom ｡rregulationsi.C.H;ngDtl'cand

vI'"Ai/la'l/'haddividedallvillage･qi'ltOtwotyPeu d"gdieJ7日aandlzt,'dil,,xa,butin

theGinLLWIgRpgulationthisdistinctiollWasnotdrawll. ThisilldicatcsthattheGinLong

wasanomir一alz･cglllatiollWhichwasineLrectiveincontroHingthedistribution orcdng

dil71.

PartllL (:Jelltralandprovincialgovernmentofncialsalldsoldiersaredividedinto 18

grades,andthenumberineachgradeismultipliedbytheallotmerltOrC∂ngdi言nforthat

gradetoglVethetotalallotmentfらreachgrade. Theseareverysmallcomparedwi仙

thetotalc∂ngdieJ7lPOSSeSSedbythenumericallysuperiorpeasants. Theregulationwas

effectiveonlyinthatitdeGnedasocialhierarchyinwhichtheofBcialsandsoldierswere

distillguishedfrom peasantsbytheirgreaterindividualallotmentorc∂ngdiGn.

PartIV. Thedistributionofco'71gdi3'ltOPeasantsunderthisRegulationisanalyzed,co'ng

dienwasdistributedaccordingtothecapitationtaxroll. Thissystem aimedatbringing

thesocialorderof-Villagersundercentralgovernmentcontrol･

Inconclusion,itappearsthatbythisRegulationtheCentralGovemmentaimed

aLilltrOducingnationalorderintothevillages.

L'EcolcFra叩ajsd'ExtremeOrientisacknowledgedwiththanksforauthorizingthe

useofitぷinvalllablcmanuscrlptSinthelorm ormi｡rorllmS,Whicharenowpreservedin

theToyoBunk｡.

*東京大学大学院人文科学研究科
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は じ め に

コンヂャェン
公 田 制はヴェ トナム村落共同体に残存 したもっとも特異な土地制度 として,19世紀末以来,

多 くのフランス人文地理学者の興味をひき,1)戦後はヴェ トナム民1-:)挿 個 の土地改革にお､け

るもっとも重要な問題 となった｡筆者はこの公田制の起源を袈朝律令体制 下の均田制に求め,

これまで幾つかの試論を発表 してきた｡2)紫朝支PiCfにか いて,公田は固有田として管理され,

公田農民によって均分耕作されていた｡ しか し,仏領下の公lHは不可護波性などの特殊規定を

別 とすれば,村落によって管理される,いわば完全を村落共有田に成長 していたo この発展の

経過を知る為には,19tI埼己における院朝諸皇帝公布の各均けl例の分析が重要な意味をもってい

る()
-ゲロン

1804坪,素隆帝は院朝初の均llー1例を公布 した｡ この均凹例V)評価については従来三種の見解

がみLl)れるo ヴ一 ･ヴ7･ン ･ヒェンはこの均Lll例が,祭剛の二つの均Lil例に比 して著 しく単純

化されていることから, 村落の慣習法的秩序が大幅に認められたものとしている｡3)またヴェ

トナム民主共和国社会科学委員会編の LichSh'vietNam,TapI(rllヴェ トナム歴史第 1集.D)

は嘉隆均田例を, 宮人軍人への給凹を確保するためV)もV)としている｡4)さらにゴ ･ヴィン ･

一一7ンは均凹例が平等主義に基づいたす ぐれた施策である,iL,特に公川が病人 ･未亡人 ･孤児

にまで均給されたことをたか く評価 している.,5)ヒェンV)見解は, 嗣 在民地期U)国家権力を過

小に, 村落の自律性を過大に評価した 7-)ンス人文地理学U)傾向をひ くもので あり, 他JJ',

『ヴェ トナム歴史し』はタイソン院氏V)施策に対す る反動 として霜降期をとl')えている｡ りンほ

また仏植民地勢ノJU)繋悪を強調するために,t嗣直民地社会を理想化 しすぎている｡

しか しこれらU)いずれV)見解 も,史料的には大南寛録記載の均Ili例文抄録に拠 り, しか もそ

の前後の状況を明らかにするという作業を怠 っている｡

幸運をことに筆者は,近年仏極東学院より東洋文庫に将来されたヴェ トナム本マイクロフィ

ルムFIJに ｢Al185｣のナンバ-をもつ 『嘉隆均給官田法｡ なる-写本を発見 した｡ この害は大

南塞録,大南会典事例所載の嘉隆均田例に比べれば,内容的にははるかに許細である｡写本で

ある為に若干の誤記がみ られるが,おそらく嘉降 3年の均lfl例原文 と考えてよかろう｡

1)たとえばR.Dumont,LacultwedurigdansledeltaduTonkin,Paris,1935;P.Gourou,Legpaysans
dudeltatonkinois,Paris1936;Y.Henry,L'economieagricoledel'Indochine,Hanoi,1932等がある｡

2)拙稿 ｢洪徳均田例に関する史料紹介.(1),(2)『東南アジア 歴史と文化｡(3),(4)東京,1973,1974;

伺 ｢永盛均田例の周辺｣『東洋学報｡56-12,3,4,東京,1975;同 ｢永盛均田例の研究.『史学雑誌A

85-7,東京,1976.

3)VuVanHi8n,La♪roprie'l(;commTLnaleau'/1onkin,Paris,1940,･邦訳 '仏印に於ける公田制度の研究｡

東京,1944,p.58.

4)Nhaxuatbankhoah()cxahai,LickSも'vi昌tNan,tapI,Hanai,1971,ド.375.

5)NgoVinhI,ong,Beforelherevolution,MITPress,1973,p.6.
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桜井 :嘉降｣二川Ⅰ例の分析

本論は本書均 =例文V)内容を分析 し, これかLl'19tH:糸止初V)公山の位置を考えようとするもの
ル オ ン,デ ィェ ン

である｡ なか仇剛U)均=例文の分析には, 兵｣~に支給され る 糧 M の解りJが重要で あるが,

本論では紙面の制約 卜,剖 愛 して別論に委ねた｡

Ⅰ 素隆均田例をめぐる祐状況

(1) 公HfV)存在状況

前述の仏極東学院マイクロフィルム中 に 山 南 卜鎖 (堤--ナムニン省)の一朝 の1805年地簿

が含まれている｡そV)内容については別稿6)に 詳述 したので, ここではこの他簿の示す公日の

量について概略を述べるにとどめる｡

山南 卜鎖は播抑圧が公=州｣二が最 も多いとしたところである｡7)た しかにP.グールーの調査

では,蔵地域V)公川比率は他に比 Lてたか く,ナムディン (山南 卜鋲V)西部)省の全日土の40%

以 上を古N'ている｡8)Lか L,モガ‖119世紀中期以来,闘lTLn lた南部紺 毎諸県の比率がたか

い1:)で,本地簿V)該当する北 部諸県V)多 くは20-40%である.1805隼地簿では公‖比率はさtl)

に低 卜しているり地簿V)伐る27神村小,9)公=左▲全くもたない柚須14社杵 20,%以 卜V)村落
)ム1｡./// トノF--

(-122社村に迅しているし,たとえば 南 真 県U')同校社では私川523.6畝に対 し,公日は0.5畝に

す ぎない,,こ]‖こ対L,地簿所載J)人 目144名に通 し,板にこれJ ) み公川を分姶 したとしても,

-人音,た t)で冊J.()11畝 (約 39.6m用ミ)/ilfIJLLるにす ぎか ､り10)
･､/′J)I/I/ )(でウ11r/

Lか Lそul)AJJで l'(穀 社 中 穀 村では全米Hv)92.H''Oが公日であ t), さ吊 こそU)隣村
17--コノケ

U')雷 穀 社でさ.士仝米川が公川である(,Lたが-'て公州が 'I,-'七も多い Ljされる山南 卜鋲におい

てす ら,公Il此 率はきわd)て多様であ -'たし,こ才‖ま均=例施行 Lも-ノとも人き射場題 となった

であろう｡

(2) 公田典亮

公I1日ま別論に述べたとお り,梁軌刑律によって売買を禁ll･_されていたが,18世紀以降,その

質入譲渡はむ しろ ･般的になっていた｡11)均田例施行の前提 としての公田不可譲渡性の再確認

は,嘉隆均旧例本文の施行に先立って,嘉隆2年 (1803)4)Jに布告されたO大南塞録第 1紀21

Ffl定員亮公‖ ト.11'i禁O旧制公‖公 卜.,聴比均給,私克音罪｡民人皆被甚利,自偽西之乱,

7)lr一腹朝憲草類"i息｡30,蟻川寸乱 川上之制 ;拙稿 ｢永盛均附例の周辺_｣p.212.

8)P.G()urou,()p.ciE.p.336,
9)仏榛東学院戚 ｢滴定省横木料地簿. は19日HLと11の分村からなり,村落総数としては27である｡

10)公日は後述のようにl:.として日賦の基礎となる閲適法によって分給されるO これには上地を所有しな

い層も含まれている｡ したがって失際の受給者がこれに数倍するのほいうまでもない｡

ll)JH'.Gt･;｢永盛均‖例の周辺.p.217.
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旧章柴廃,民間率多換公為私,亦有籍以公役雇売者｡

として,西山院朝の成立以来,公田の典売譲渡が一般化 していたことを認めている｡ついで

帝恩革其弊,勅定凡諸社民公田公土,皆不得私相月売,達者有罪,誤買者失其原銭｡

として,以後,公田の私的売買は全て違法であり,事情を知 らずに買 った場合で も,買者はそ

の代価を失 うとしている｡『刑部小冊議例』律戸第89粂典売凹宅には

議嘉隆二年定｡--イ可杜相違禁買売, 其誤買入失其原銭輿主契同｡ 契証人等,並干垂論,

田土交還均給｡

とあり, 袈朝刑律341粂12)でいう関係者連坐規定 と類似 した規定が設けられている｡ しか しこ

れらの罰則には例外規定があったo『六部修例こ』戸部体例,義隆 2年条には

如何社村因有公事緊用,詐人倍耕取銭支弁,限以三年銅,其本息田還社民均給,若倍巳過

三年,不肯交還,其許排,並倍耕人,従重処治｡

とあって,社村に緊用の公事13)があって公田を臨時に典売 した場合, 3年を償還の期限 として

いるO その期を過 ぎてti]が戻 らない場合は, そU)旧U)借耕人即ち買苦が罰せ 吊 したo これは別

論に述べた1王和11年例14)に似るが, (1)村落対私人関係にV)み許され, (2)期限を3年に限定

す る等,正和例 よりはるかに厳格を内容をもっている｡ しか し法文 上厳格を法揺,当然その実

効性が疑われる｡ 明命9年 (1828)の院公署の上疏15)には

諸有公田土者,往往託事雇倍,為白肥之計｡--而罷公田土雇倍之例O

として,嘉隆 2年例の公事の際は典完を許可す るという例外規定を利用 して,公田の私的を典

亮が行なわれていたことを示 している｡また 『コ大南塞録._q第 2紀 119, H)]命15年 (1834) 2月

には

構酷暑按寮費徳彦請安摺言,省轄公田,向来社民,成因公事,戎逼私憤,桃移雇売o名為

均田,実為豪彊所有C,請凡公Eu繭経雇売者交民,照例均給,則貧者得以食力於農O而富 晋

亦無兼併之患｡

とあって,公田が公事 ･私憤によって雇売され,実質的に蒙薩によって私有されていたことを

示 している｡ これは紹治 4年 (1844)の ｢公田土雇借例｣ の改定を導 く｡ これらの田土売買状

況 と,国家の統制策 との矛盾は別に専論す る予定であるが, ここでは嘉隆 2年の雇売禁止例が

現実にはほ とんど効果をもちえなか った と推論す るにとどめる｡

12)同 上 p.212.

13)ヴ一･ヴァン･ヒェンは次のように言っている｡｢実際,行政当局が公田の譲渡を許可するのは,一般
の利益を有する事業が村落の名で計画されねばをら覆いのに,村落が他の手段に依っては必要を財源

を得られをい事が確認される場合に於いてのみである｡例えば典同家屋や,塔並びに教会の大修理を

行なう事や,又は学校を建てたり,救済事業を起こす事は明らかに斯かる場合である｡｣邦訳,p.137.

14)拙稿 ｢永盛均田例の周辺｣p.214.

15)『大南塞録｡正編第 2紀,巻54,明命9年,竹田龍児 r-ヴェトナムに於ける国家権力の構造. 『東南ア

ジアにおける権力構造の史的考察｡竹内斉JlI3',1969,pp.131-132.
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(3) Lu土の帰属

均凹例施行 の肘捉 には,正確 を簿衛の作製が必要である｡ 洪練 ･永盛両均山例 は納簿 に関す

る詳細 を規定 を含んでいる. 北部回復 の翌月,嘉隆元年 (1802) 6)i,嘉隆帝 は兵部龍五線 を

して戸部を兼務 させ, 軌 lJ院朝政府 の礼喝阪文用 よ り諸税額 を報告させた｡16)しか し 『大南塞

録』 の同条 に ｢典籍 敗亡 ｣とされるように,酉IIJ院朝の簿籍 は多 く失われ, 占有関係 も戦乱 に

よって大 きく変化 していた と考え られる. 院柳に とって,土地 ･人丁 の再把捉は きわめて急 を

要す る課題で あったろ うO

当時占有関係不明の土地 として, (1)無j:.地 の洲も 17)荒 fl], (2)楽観 ･西山裾 附の寓藤山･

官tu･官薬, (3)袈柳以来 の隠漏MI二, (4)流民遺棄 出土が多馴 こ存在 した｡嘉隆元年か ら翌

年 にかけて, 先ず これ らの二上地 の古村関係確定 の作業が行 なわれた｡ (1)に対 しては嘉隆元年
ゲ r ン タ イ ンホ T

10月 に河洲土,荒 胴の編簿が令 され,18)(2)につ いては彫ト8JJに又安 ･清 華2鋸 の酉山院朝 の

官案Hl,寓線 r桐 iことごとく民 に還 され,19)さ 吊 こ同年11月には 北部の軌 Ir院朝 の赫 LHに同様

の措置が と吊 L, 伽 l戯 糾明 't私 旧 l二,嚢槻 ･鄭氏の甘楽 ･ll紬J･JI上1:が入居 された.20)(3)に

つ いては陣 串11月,隠滅肘土 のL腔 .･･を奨励す る布 告がだされた｡21)

雇完と典茄について

本稿投稿後,石井米雄教授より, r一磁売.は雇傭つまり人身の賃貸借をさし, ｢典売｣とは意が違うと

の疑義がだされた｡ここに筆者の見解を加えたい｡

(1)問題となる 『大南塞録｡1-21轟隆2年4月条の r亦,有籍以公役鹿読者 .の譜は,前後の文意から

みて,"l国鮒僚例国利及紛糾上甑 の正和11年集にみえる r･･･井民イ(宮田洲 l･., 為官役所迫,有典売

符･･･Jと同意と考えられるoす夜わも拳朝後期に′FE日日売n'カ澗こされる唯一･の例である,'['･,'役に迫られ

て (耕作 Lがたく)公【flを典売する規淀を利用 した,公川典式が横行 していたことを意味 しているO

とすれば,雇,光はそのまま典完を意味する｡(拙稀 r永盛均田例の周辺｣,p.214参照)0

(2)紫朗後期では典,光された川を ｢雇則 り.(周朝催例旧制, 永感7年均川例文)｢典雇凹. (各衛門勾

差,同年:一周粂)｢典顧FtLJ (磨朗憲章類誌,同年同条) とよばれ, 典充は典雇,または雇典と同意で

あるO(雇と願はともにC(A)で拝通)また大南基線明命20年 (1839)12月には田の典売年限を ｢典雇

年限J といいかえているo(拙稿 ｢水盛均田例の研究｣,p.42,r水盛均悶例の周辺｣,pp.215--216参照)

(3)大南塞録254明命9年条には ｢諸有公臥上者,往往託事腐借-,而離公田土雇倍之例.とあ り,1'･'J

2-119明命15年条には ｢省轄公円, 向来社民, 戎囚公事,戎遍私憤,挑移雇茄｡-謂凡公田紡錘雇売

者交民･- ..とあるOここでいう ｢託事.また ｢因公事.はともに同ト21嘉陳2年の ｢如有国事,許

人倍耕.をさしているo Lたがって, 雇借-雇売-倍耕はともに同義であり, その意は田を人に貸

して耕作させる,即ち ｢鵜売J にひとしい.

(4)｢雇J は必ず しも人を雇う時にのみ用いられるとは限らない｡ たとえば現代中国語で ｢雇賃. は家

を借 りる意であるOまた現代ヴェトナム語では雇はCaと表諾己するが,たとえば Caru6ngは田を

典売する意であるO(ru∂ngは田の意)0

以上の瑚剛 こより,｢雇売.と ｢典売.は混同ではなく,全 く同-内容をいいかえたにすぎをいと

考える｡

16)『大南審錬｡ll:.舶第 1虹,巻17,鼻隆ノ己年0

17)拙稿 ｢永盛均は例の研究JpP.30-31.

18)『大南度録｡ LET:_編第 1紀,准19.

19)同 上 巻18.

20)ll)] 上 巻19.

21)同 上 巻19.
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しか しこの時代,数 尉 机 こもっとも問題であったV)は流艮llJI･.V)帰属であろうO これが紫期

末期以来の課題であった ことは別 に論 じたところであるが,22)戦乱を経た 191購d初頭に右､いて,

流民tH土がより増大 したであろうことは想像に難 くないO これら流民tlH･/＼の対策 として,求

降元年 (1802)12月に流民rij二Lを官軍 (弁兵の意) に分給す る布 告 がだされた｡23)次いで嘉降

4'LI=･(1805) 5月の ｢V又安以北,流民復llil徹徴lHI:例Jによって,弁兵の流艮HiL耕作が禁直

封 L,流民の恒1複が奨励された｡24)これは嘉隆4年 6Jjの糧It肱 公布による兵~JA- の公田供与

と佃凋す るのであろうo Lか し同伴Tjで,嘉隆 6隼 (1807)に至って,なお回復 しない流艮Ill土

に対 しては,他者の耕作を許 しているo これは幾多の対策に もかかわLI)ず,劇隆元隼以降 も農

民の流散が続いていたことを示 している｡『人南是録L｡第 1紀30, 嘉隆 5隼 (1806)11月条に

ち

北城臣奏言,泡陽 ･山西 ･京北 ･山南トト･懐徳 ･大根 ･興化 ･lrf壬戊以来,).'=流散宵

･'.百 Lr･余社村,机税積欠銭 卜一万余纏,粟 L万余斜｡

とあって,壬戊 (I,',:I.-･隆元隼)以来V)流散農民が他人を数にのぼ-'ていたことを′JHーているO嘉

隆41I=･例では契亥 (嘉隆2隼)以降G7),新 しい流散に対しては,Hf･.a)Jr.:里.耕作を許し,流艮

V)復l‖t後 も次作か t')川.税兵役を灘 しているU突亥以前V)流比HLが,一lrTJ車耕作を禁 L:L､)わ,さ

tL,に流出復回 ･'.隼には免税免役であ-'たV)に対して,格段に厳 しい規定であるし,嘉隆統 A以後

J)流出は,恩仙V)対象 とならないと判断されたJ)であ7'J) ｡ これ は もとよt)前述V)現尖V).流散

引札I卜LJ)るもJ)ではな く,翌 5隼7)jには, llt･くも4隼例 を変改 Lて,流散V)イ‖覧jLL問わず,

A様に復l‖l後 3iH郷土免税 ･免役 とご目した｡35)こV)よ:)に 均州側発布 時期V)日日二帰 刷 人祝は,

国家U')祭力にもかかわt')ず きわy)て混乱していた と考えLl)出る｡

た｡別論に述べたように極東学院本 『コ山南下銀地簿』 はその体式 と咋次か Ll), この布告に応 じ

て作 られたものであろう｡ しか し,郷職によってこの簿が作 られたのは,同書奥付によれば嘉

隆 4年 3月初26)である｡ グェン ･ドゥック ･ギ ンの,JTIFrけ る ｢LLl西鐘国威府慈廉県地籍｣ も

と考えてよかろうo Lたがって嘉隆 3年の均tt例 施行時には,luニト帰属の混乱に加えて,国家

22)拙稿 ｢水盛均田例の周辺Jpp.85--87.

23)『人南IJri!録｡II三船第1紀,巻19;b-'人南是鉦 ｡の ｢山甘机 に相当する部分は, 【】■人南会典,細 り.では~弁

其Jとされている.

24)Bl大雨鬼線｡正舶第1如,巻26.

25)TF.1 L 巷30.

26)拙稿 ｢19II摘d初別ヴェ トナム村落ÎlL地llT一打状況の分析J

27)Nguy8nDd'cNghinh,V昌taisanruangBatcaと1matsachL'l'cdichtrol一glallgXatllu'̂'ClluyallTh'

li昌InVaOCh昌cuaithgk3,18daulく夕19,Nguy81-Cd'uI,ichSa†,sa165,1975.
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のIil簿 さえ未整備であった と一払われる.28)

(4) 人丁の把握

均 凹例は公 IIJを人丁 に支給す る建 前であるか ら,丁籍の鮭櫨 もその施行 上必姐 の要件である｡

院初 に用 い られた簿 は rl･f周 年簿. ｢1-P寅常行簿ー｣29)とよばれる軌 1悔 朗の簿か,30)掌観の旧

簿であったo Lか し, これ らの簿 は 什p大南宴録｡ 第 1紀,義隆元年10月 に

又安以北 田多荒,簿籍又不以塞｡

とあるように,お よそ霜降朋の実体を離 れた もV)であることはい うまで もない｡ しか も常行簿

といわれる ものが

政審丁籍,生者不.計,死 者本除,調之常行簿 031)

とあるように,一定不変 を原則 とす る ものな らば,お よそ粟休 とは無l淵係であったろ う｡院柳

抑 鋸 こかいては, これを漏丁 の禁例 によって補-LIT:_しようとした032)嘉隆2年 (1803)5月の r定

隠漏TI川条禁 ｣には

帝以 I=典久廟,艮 多許胃,有以叶.Z.rb死,以在為逃晋,乃準定--･･

と して渥 1日 こつ き筈 10(),仙役 1咋V)刑が社長に課 された｡Lか し煩簿が ｢牛 まわるは計 LL)ず,

死す るは除かず ltされ る以 卜, こV)規定が空文 にす ぎtLL-い ことはい J)まで もない ｡ しか し,

折簿 を作製す るV)は, IlI部LH身U')仇剛 に とっては李難 のことであったlJ b'人南-,ri!録一..第 1紀 29,

嘉隆5年 (1806)5月｢~議改北城諸鎖常行簿｣には

初帝既定此河,即欲令比改造 J̀紺,以問紫J.川.[,;hru弼;.:対卜l,紫常行薄行之既久,山 間便之｡

今･-一日.更改,臣頼以為人Hl(,
とあ-'て, ･定 ィ,'変 V)常打簿がすでに北部村落農比 V) ･種 V)既 得権 ともな-'ていた ことを示 し

ている(,

陳柳による新たな北部 j●籍 の編纂 は風塵6年 (1807)2月 に始 まる｡:i3)この新丁簿 の 内容体

式 は 『】大南会典事例』戸部 3,丁簿霜降 6年 に詳 しい. この年,再 び r脱漏 rH修禁.が定 め

られ,新簿作製 に関す る法的整備 は終 わ った｡ しか しその年12月 に成 った北城戸籍 は実納丁数

28)川籍の作製に必須であろう計尺の統一1-ですら,ようや く素隆9年8月に行夜われている｡ 『1人商連録｡

正編第 1紅,巻41,嘉隆9年8月｡

29) B⊃大南会典事例｡148,｢凍兵.

素隆元年,準定又安 ･酒化北城等虚,照甲寅年簿,七 r収一一兵o

rr一大南案鍬 ｡rl三繍第 1紀,遜18｢淀凍兵制.

分娩京北 ･山西 ･海陽 ･山南上下 ･清華外諸鏡,照甲揖常行簿,t=r取--･｡

30)D'大南建鍬 n正編第 1紀,巻24,義隆3年5月,

北城f;!J.秦 言∴涼IJJ民柿 ,fil寅簿偽西 多張虚数O

とあ り,甲巌簿は西山Lrut';氏の簿であることがわかるo FjiJ述の仇文川より提I.liせ しめたものであろう｡

なか 甲'iiiJは1794/r7=-にあたるO

32)同 上 復2].

33)卜1'l 上 XL.lt31.
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193,389j一にす ぎず, これは嚢常行簿 V)丁数 よ り75,601rv)減少であ り,r至足改修戸 籍,民 多

姦巧, 報数不以塞 ｡. とまれる有様で あった｡34)

以上のように,嘉隆3年の均 凹例施行時には, J~簿 はいまだ牽朝または酉Ll悔 観の常行簿が

用 い られていた｡素降 6年 の新簿 の成果をみて も,国家 による丁数の実態把握はほ とん ど不可

能 を状況 にあ った と考 え られよう｡

このような,公 凹 Eii･.の減少,公li]雇売 の- 般化, 田簿 l.籍 の不 l王確 さは, いず れ も袈朝末期

の国家権力 の弱体化 と,村落 自律化の拡大が,仇観に もそのままひきつがれた もU)といえよう｡

かつて,費靭末期,邸橡 が均 附例 を施行 しようとして群臣Iに反対 された事があった｡35)これ と

同じく,阪剛の均 旧例 もまた,村落の抵抗 のF嗣 こ,完全に実施 しうる状態 にあった とは考えに

くい｡ゴ ･ヴ ィン ･ロンや ヴェ トナム社会科学 委ii会のように,嘉隆均 M例が条例 ビム･り施行

された として立論す るのは,嘉隆3年当rl!j･･の周辺状況か Ll)みてほ とん ど無意味であるといえよ

う｡

lI 均田例文の分析

(1) 削除条項

前述 の状況下では,均 llj例の施行 そV)ものが危ぶまれたのは想像 に難 くないO車夫,威隆2

年 (1803) 3)i,仇文誠等 V)北部治政′l■7:によって,均 =例施行が建議された際,嘉隆帝 は こjL

を時機 rYTjl古とLて退 けている｡:;6)に もかかわ il,ず 劇韓3隼, 急速均 川例が施行 封 しろにいた -,

た理 日日まィ,-りJである,J このような状況 卜で, しか もにわか造 りJ)均=例が,前代V)諸均 日脚 に

比 して,以 卜に述べ るよJ)JJ:きわhJ)て机雑 な内容 Ji:もつJ)はそU')必然的 な結果 といえよう｡

動産均給宜州法が,仙 U')2均‖例 ともっとも異なる点はそV)構成 にある｡ 前代U')2均旧例は,

先ず均給期 U)分給 V)手続 を中 心 とす る良人 な均 旧例文 を有 し,次 に これ も詳細 を等:階豪 をイ･Jサ

形式 を とっている｡ ところが,嘉降均tH例では, L̀'liiを中 心 とす る等階表 を先ず示 し,次 に均

EH例文 を記 している｡ しか も全 8項の均 凹例文 の内,第 1,第 2現は官員や課申 し人- の給 IH

の補足規定であ り,第 3項 は官員未亡人 に与え られる勧節 凹,第 4は官民死後 の郎喪旧,第 6

は年70以上 の老人 に関す る優遇規定,第 7,第 8は均給期 前の地位 の変動 に関す る規定である｡

日射に2均 田例文 の中心であった均給手続 は第5卿 r=次のように簡 単に記 されるのみである｡
●寸マ

ヤマ
二等,肥痩相別, tFfl;取足分,不以先次,而 )封 川巴旧｡如巳均給之後,或某-f'f照陛 (陛 ?)

34)It'l L 凝33.

35)『越史通鑑綱目｡38, 永佑6年｡〕

36)r'l大南基線｡正編第 1紅,巻20.

37)拙稿 ｢永盛均田例の研究.pp.12-26.
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ifllitd
有職,及民机社 補為兵,巳有原‖分,許照相 哩 (降 ?)共.rI.次千分,則本社｢'-)取,溝喪改

嫁,及孤児巳到限各項田,還権増分拾,以足本分,若撫寄,姑待到期均 姶0万柑照品取分

如例｡

これはスタイルとしては繭朝の各均m例文を踏襲 して,均給年次を胃頭にか き社内人数耶土

以 下を次においているo Lか もその内容は,簡略な例文 しか伝わLl)ない秋雄均阿例に比べてさ

え,多 くの解項が姿を消 し,分量としても苦 しく短 くなっているo他の粂FJiが重複さえみら汁

るほどに詳細は ところか らみて, これは単なる省略によるのではなく,む Lろ意図的な削除 と

考えるべ きであろう｡次にその削除部分について分析を加えていきたいO

(1) 支給官｡田上の分給は,前代の2均rll例においでは国家官吏の仕事であった｡洪徳均

田例では府殿官,永盛糾 王一例では徴収官 ･該収官がこれにあたってし1る｡37)しか し嘉隆均田例

ではこの均給期の公田分給者については全 く記されていない. フランス植民地Tの公田割換は

村落によって行なわれていた｡この社長によって公旧が分給される習慣は,早 く 『園朝候例田制

及給田土事』中の永感均田例に

一節｡均分菅田,在社長任行｡38)

とあって,18世紀には一部地域では実施されていたことを示 している｡霧降均日1例で, この公

田分拾者の胎定がみられないのは, これら郷職による公m分給が黙認されノていたことを示す も

のであろう｡

(2) 社の区分｡次に注 目すべ きことは ｢公田社__I｢私田杜｣ の別が全 く見当たらない こと

である｡ 洪雄均刑例においては,均川例の対象 となる村落は公凹杜 と私附社に分けられた｡公

田社の公川は柑 AJ在籍者の全項に均分 され,私旧社では無rll少田削 このみ均給された｡永感均

rtl例でも私けl社が r公私け日和各祉｣と改められたほかは,ほぼ悶様である. 肘代の均附例では

公日の多少に)応じて,封漣小農に対 してきわめ細かい配慮を している｡前述のように19世紀初

の北部ヴェ トナム村落における公Hl比率はきわめて多様である｡ にもかかわらず,義隆均田例

ではその差を無視 Lて山神に均給を励定 しているのである｡ これは嘉隆均悶例が前代のそれと

ちがって,かどく観念的なものと覆っていたことを示 している｡

(3) 納簿規定｡前代の2均田例では公田の分給に際 して,分数,受給者をどを記 した簿が

作 られ,官府に送 られる｡39)これは当時唯-･の課税田であった公田の耕作者名 を把捉 し, 納税

者を個別に把握 しようとしたものであろう｡ ところが,素隆均田例にふいては, この公田簿に

該当する記載は全 くをい｡現存する 『嘉隆 4年地簿｡ も公田豪 とその所在地を記すのみで,耕

作者については ｢本社間均耕作｣ とするのみである｡ また 『大南会典事例』にみる丁簿体式に

も公田に関す る記述は夜い｡ これは院朝国家がすでに公田農民の持分を個々に把握でき夜かっ

38)同 上 pp.36.

39)拙稿 ｢洪徳均田例に関する史料紹介.(1),pp.112-113.
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たことを示 している｡

(4) 土宅粂現｡洪徳均田例では土宅も宜によって,官員80尺,軍民諸色50尺,廃疾孤寡25

尺のように分給されるo Lか し,-卜宅の私有化はその後著しく進捗 したとみえ,永盛均田例で

は,民が居付する土宅で, もうその売買が一般的になっているものについては,同家の管理権

を放棄 して俗習に委ねるとしているo これは-卜宅V)私有を認めたものといってよかろうo Lか

し,全ての 卜宅が私有化されていたわけではないo 嘉隆 4咋地簿によれば,fit居 とは別に r本

項が失われているのほ,国家がその管理権を放棄 して,村落の自律に委ねたと考えられる｡

このように嘉隆均田例は,前代の2均口1例に比 して公田分給,納簿,土宅の各条項を削除 し,

さらに公田比率の多寡による社の分類を失っている｡ これか らだけみれば,嘉降期の均田制は

従来国家のもっていた多 くの権能を村落に委譲することによってはじめて成立 した といえよう｡

(2) 付加条項(1)

前述のように嘉隆均田例は,かつて重要であった多 くの条頃を失っているが,その一方で,

前代の2均日l例にない条項が不相応に詳細に記述されている｡

その一つは給期以外の分給規定である｡ 均田は6年 (嘉隆均田例では3年)ごとに行なわれ

るため,給期以前または以後に受給資格を獲得,喪失,または変更のあった者に対する特例が

必要 となる｡現存する洪徳的均田例の例文中にはこの特例はみられないが,黍朝刑律の田産華

中には給期以後に ｢~被罪降軸及死絶｣ の者の田は奪われ, r官司升秩,税丁41三歯増長J の者に

は旧を新たに給する条項がみられる｡40)『同朝修例田制及給田土事E｡永盛均田例では41)

其或某丁至歳,未過給期｡仇照社内,有年至六十歳千人,可帰田若干,及見通喪華人千人,

可還 〔田〕若干,詳社長,暫以臥 随其多少,分拾始至〔歳〕等人,務在均斉,以便受役｡

として,受給年齢に達 した民丁-の給田規定はあるが,官員品秩の昇降については触れられな

い｡両均田例 とも始期以外の給凹については簡略である｡ しか し,嘉隆均田例文の大部分はこ

れにあてられる｡ 均田の分給手続を定めた第 5項の後半には,給期以後に官位の上昇 した者,

一般民丁が兵士 となった者については原田分にその差額を加えるとしている｡その田の出所は

郎喪田の喪が終わったもの,寡婦 ･勧節田の受給者が再嫁 したもの,孤児田の受給者が成丁 と

怒ったもの等の没収田に求められる｡

さらに嘉隆均田例第 8項では

己到期均給後,或有満喪,山改嫁田,及孤児巳到限,其田還本社｡如社内問某員兵初受,

及民始続簿,本社宜量取此田,権給暫食｡ 若無者,許留此旧,置為本社公用之田,至他期

均給,方得相分認食｡其社内員兵,行先白華易占取o

40)拙稿 ｢洪徳均田例に関する史料紹介.(1),p.111.

41)〔 〕は他史料により筆者が補正したものである｡校勘の詳細は拙稿 ｢永盛均田例の研究.p.43.

522



桜井 :霜降均口1例の分析

とあ り,内容的にはほぼ第 5項 と重複 しているo さらに第 3項 には溝喪,改嫁,第 4明 には満

喪,第 7現では孤犯の成人,寡婦の再嫁 と,給111を返還す る場合の規定が列挙される｡ これら

はいずれも先の第 5恥 第8111と重複 しているol打節にみた均川手続 の簡略さに比 してあま り

に執勘であるO 次にその卿11を水盛均M例の類似条rjliと比較 して考えてみようo永盛均n例で

はy:JM受給賢格U)変化 としては r民丁空歳 ,のみが問題であった｡ ところが霜降均 m例第 5功

では,E某宮照陸甘職. 1拭Jji社補為兵 ｣とあ り,また第8現では '某員兵初受 ,として,菅月

a)ケ日露, または--･般民丁が/rTl'-酷につ くことが先ず問題 となっている｡ r民始塘簿J は第 8項 に

いたって, Lか も兵士規定の次には じめて現われるにす ぎをい｡

次に新たな受給君に与えられる田の出自を考える｡梨朝刑律ではこれに宵月降軸の際に遠田

された ものをあてた｡ しか し嘉隆均 旧例では,郵喪別,勧節 田,孤児田,寡婦刑の受給者がそ

の資格を失 って遠田 した ものが与え られる｡ したがって, これらの受刑資格の変化に関す る規

定は,先ず官員兵-上のそれに対応すべ くつ くられた ものであ り, しか もその増給分 は,一般民

の受給分か ら奪還 Lで与え られた ことがわかる｡筆者は後述す るように,嘉隆均田例公布 の目

的を,官員 と庶民の身分差 を明確にす ることにあると考えているが, もしその推論が正 しい と

すれば この繁贋 を付加条項 も, 自分 の変化に即対応す るためにあえて強調された ものと考える

ことがで きよう｡

(3) 付加条項 (2)-郎喪rn

け嘉降均姶官田法{口の均fH例文第 4項には

官Ll民兵聞,或F竃故, 許仇旧留分川,三年為郎喪田, 祝着受徽耕徴 ｡42)離僻均給期内,礼

Ii兵並不得奪取換易｡如某良人郎喪滴限,本社間以此原 田,分置勧節肌 及孤児寡婦 田,

完tL二余若干, 還本社均給許他人.

とある｡文中r食故__｣の部分は大滴定録では r官有或物故者_｣とあ り,｢物故｣の意であろう｡

さて, この第 4項 によれば,官員 ･民丁 ･兵J一が死去 した場合,その給 田分は 3年･の聞その喪

を執行す る者にそのまま残される｡ これを郎東田という.邸喪凹の規定は前朝の2均 田例には

み られないo Lか し官Iiの賜田について,歴朝憲章類誌18官職誌棒線例洪徳 8年 (1477)は

皇宗及公侯伯文武臣,脇田土桑洲浮等物死及三年後,子孫醗数還官,不符仇復隠占｡

如有升充降寵等項,以辰梢例,奪給,不拘年限｡病死待喪畢｡

としている｡ これによれば,洪徳期において も賜rlIは3年,他の給け=′ま年限が不明であるが,

-▲定の服喪瑚即日ま, その旧分rllをそのまま留保す る制があった と考えられる｡ また P悶朝修例

汀捕り』水盛7隼の均悶例中には前項でみたように ｢見通喪畢人千人｣の字句があ り,やは り-

42)『大南基線 A で用いられる ｢耕徴.ほ 『大商会典事例｡ では ｢耕作.に定き換えられている｡耕徴は

耕作の意としてよかろう0
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定の服喪期間中の留保が認h7)Ll)出ている｡ しか し,両均rTl例 ともこの喪の規定は新たに受刑資

格を得たものや増給のあったものに対 して支給する日の出所を示 したものであり了耶喪巨1J の

内容を規定 したものではない｡ 嘉降均田例においてはじめてこの ｢郎喪臥｣規定が現われる埋

り)は不明であるoあえて推論を下せば, お､そらく架朝中期以降に増大する儒教イデオロギーの

受け入れが,従来慣習法的規定にすぎなかった服喪期間の給田留保を,脇田の規定に準 じて均

円例文中に独立の規定として挿入 したのではなかろうか｡ この推論が正 しければ,勧節田の規

定,また均田例文第 6項にある

老陵 ･寡婦年七十以上,並許田増一分

という規定も,同様の趣旨と考えることができよう｡

(4) 更改条項

『着陸均給官田法｡ では, 内容的に前代の均tIH例 と異なる規定はほとんどみうけられない｡

それは,永盛均田例が現実の均田状況を条例中に反映 しているのに対 し,嘉隆均 田例ではたと

えば村落の権能に属する部分は尽 く削除 したことにみられるように,そのきわめて観念的な性

格に因るのであろう｡

しか し例外的には,均給時期の変化がある｡従来均給は6年ごとに行なわれていたが均田例

文の第 5項では ｢三年--･番｣ に改められている｡ その稚山はよくわからないが,袈朝時代施行

されていた選法43)が6年大典, 3年小典であったこと,44)また永盛均田例においても均給期後

に受給資格を得失 したもの-の精置が繁雑であること,その折の均給は企て社長に一任されて

いたことを考え合わせると実際には3年ごとの均給が一般化 していたと推定される｡ 一方嘉降

均旧例は前述のように均姶期後の官員の身分の得失については,従来の均田例よりはるかに複

をより頻繁に行なう必要があったのであろう｡

m 官吏,軍人への給田

1. 官 員

では,第 Ⅰ節で述べたようを,国家による国土 ･人民の把握が弱体化 した時期に,また第II

節で述べたような村落の自律的な管理にその権能の多 くを移譲 したような無内容を均田例が,

何故, このように早い時期に施行されなければならなかったのだろうか｡ この理由を 『嘉隆均

給官田法』前文は

43)李朝の違法については藤原利一郎 ｢ヴェトナムにおける丁賦制の成立. 『田村博士項寿東洋史論叢｡

田村博士退官記念事業会,1968,p.502.

44)『歴朝意草類誌｡29,国用誌,丁戸之籍｡
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公同欽

旨定均田之法,同家原定制｡頃通変乱,成典傾城,官Y,不払 軍等不明,習以強豪率行Flt

濫,民問多イ]'イこ均之患｡鼓欽奉上根,激務前功,頒 ｢試行,均給良法,以禁侵奪,旧習欽

此,参稽lf澗J,渡定分散,日文武-･品之 卜,育従九品,兵民孤寡等項,各随-1f_社額簿,吹

品先従,以本社公田公二卜.分給有差O所有各確,托許1二左確,各過拠,永為桓式,玄欽定｡

としているo uq大酒宴録.】第 1紀 2,霜降二川:･4JJ,F定均給公田公 f･.例 ｣はこの前半を,r大南

会典事例』37,).'部正賦嘉隆 3年はこU)後半を各々抄録 したものであろう｡

『素隆均給官田法』 前文によれば,変乱 (西山阪朝の成立 と崩壊をさす｡『大南寒録』 のテキ

ス トは ｢偽西之乱｣ としている｡)の結果, 成典が崩壊 し, 官名軍号が乱れ,強豪の蚕食がす

すんで均田が行をわれ難いので,新たに均田例を施行するとしている｡ このうち強豪による公

田の侵蝕は,葬朝末以来,慢性的な現象であった し,45)また執 り院朝 をめぐる戦乱による田制

の混乱は先に述べたところである｡ ここで注目されるのは官名 ･軍号の改変が施行理由の一つ

に掲げられることである｡既に洪徳均田例の分析において述べたように,均田例の重要を目的

の一つは文武官吏,兵丁職色-の俸緑rnの確保である｡洪徳 ･永盛 ･乗降の各均田例は,この

ために各位階職色ごとの給田分数を定めた長大夜等隅表を付 している｡素降新王朝は,旧広南

:Tf.朝の系譜をひくため,官名 ･軍F封ま繋氏のそれとは大きくちがっているO このためこれに対

応する均旧秩序の創設は焦眉の急であったのであろう｡

『ヴェトナム歴史』は

1804年に公布された条例によれば,支給年限は3年に縮少され,同士の支給には,先ず官

吏と兵丁が優遇された｡官員は一品之上の18分より9品の8分まで,Ft./Tは7分から9分

までをうけ,民衆はわずかに3分から6分をうけるにすぎなかった｡46)

として, この均田例が官軍優先であったことを強調 している｡たしかに等階表が先行 し,その

内容 も大部分が官 ･軍の品位 と,分数を適合させたものであり, この指摘は表面的には正 しい

といえる｡,しか し,これだけならば,均田例の中の位置こそちがえ,前代の各均田例 もその性

格をもっている(〕問題 と在るのは,前代の官 ･軍の品位 と分数の関係が,嘉隆ではどのように

扱かわれているかである.,次表は素隆均m例の表階表中の品位 と分数の関係を,洪徳均田例の

それと比較 したものであるO殻か表中の( )は一般民丁 (成年男子)の取分を100とした相対

指数である｡

両者を比較すると嘉隆均田例においては官員の受給分が 1分～2分程度増加 しているo Lか

しこれは其準備 と怒る民丁の受給分が,洪徳均田例では4分であるのに対 し,嘉隆均田例では

45)拙稿 ｢永盛均田例の周辺.p.231.

46)LichSも'Vi8tNan,p.375.
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品 位 嘉降均田例

1品之上 18分 (277)

正 1 品 15分 (231)

従 1 品 14分半(223)

TF_2l与uI7- 14分 (215)

従 2 分 13分半(207)

LIミ3 品 13分 (200)

従 3 ILTll11 12分半(192)

lf.4 品 12分 (185)

従 4 品 11分掌(177)

正 5 品 11分 (169)

洪徳均田例

11分 (275)

11分 (275)

lo介 (250)

lo介 (250)

9分半(238)

__IlTJL71 位 劇晦均田伊j 洪徳均円例

従 5 品 10分 ､r･･(162) 9分半(238)

-Il三6 品 10分 (154) 9分 (225)

従 6 -17, 9分半(146) 9分 (225)

il:. 7 lt,(. 9分 (138) 8分半(213)

従 7 lT.1- 9分 (138) 8分や(213)

lL:.8 l'..7. 8分半(131) 8分 (200)

従 8 .打, 8分 半(131) 8分 (200)

il:_9 lr.7- 8分 (123) 7分半(188)

従 9 占ut. 8分 (123) 7分半(188)

末 人 流 8分 (123) 7分 (175)

6分半に増加 しているためであって官更給Hl量の絶対 量が増加 しているわけではない｡ 前表の

指数によれば,ーilミ3ri7-の官で洪徳均 lIl例で275が嘉隆 均口1例では200に,従 3品の官で275が192

と,全体的に約 2/3程度に減少 しているのであるO-般民 Tの受給分 を基準 とす る限 り,嘉隆

均 田例にふける官員受給 田は 『ヴェ トナム歴史Lr,の指摘 とは逆に,む しろ低下 していると考え

るべ きである｡

次に官吏俸給体系の中にIllめる公Mの位置を考えたい｡仇柳における官吏の俸給は皇族を別

にすれば, (1)俸鯛 (2)春服銭 (3)増血5 (4)把｢叶かLI)なる｡次の表は俸給の根幹である

俸鍋 (俸米 と俸銭)と春服銭について 『大南会貯好例 ｡ 57,義隆17年の ｢俸例 ･春服19'IL_｣によっ

て,従 9品を 100とす る相対指数をだ し,公田の分数 と比較 した ものである｡

これによれば,俸銭 ･俸米 ともに17:.1品は従 91'"'-の37.5倍,春服銭で17.5倍を受けているのに

対 し,公田の受給分はわずかに 1.9倍にす ぎない｡俸鍋や春服銭で格差 をつけられる高官 と下

l

1

2

2

3

3

4

4

5

正

従

正

従

正

従

正

従

正

…

俸

銭

蒜

慧

---

7--

5--

3--

崇

…

春
服
銭

3750 1750 188

2250 1500 181

1875 1250 175

975 750 168

787 500 163

563 400 156

375 350 150

313 250 144

219 225 138

俸 俸 春
服

銭 米 銭

従 5 品 188 188 200

正 6 品 156 156 175

従 6 品 138 138 150

従 7 品 125 125 125

lF.8 lr"Tl l12 112 100

従 8 tL"11 112 112 100

fF_9 lf17] 100 100 100

従 9 品 100 100 100

公

田
這

霊

11-

11-

106

10-

10｡

竺

史が,公lllの受給分の面ではほ とん ど差がか ′､のであるO さらに俸飽体系においては正 5品 と

従 9品 とではわずかに2倍強の開 きしかをいが,:[1:.1 品 と誰 5品では17倍強の違いがある｡俸

526



桜井 :義隆均m例の分析

飼体系では,従 6品以上一位あがる度に,盛付級数的に増給 されているが,公田受給ではどの

階位においても等 しく, 1品につ き1分 しか上昇 しない｡ その原則の差が,昇給率の甚だ しい

落差を/l:.んだのである｡伸銅を官職の身分 ･職能に即応 した実体的なものであるとすれば,公

田の分給秩序は高官が優遇されているといって も,ほとん ど形式的なものであった ことがこれ

からわかる()

次に俸給中にFLiめる給田の位置を考えでみる｡た とえば従 9品は16貫の俸銭 と4貫の春服銭,

16方の俸米 を年給 として受給する｡義隆 6年 (1804)4月の田租代納規定47)では,栗 1斜納銭

1纏 2附である｡ これよ り換算すると俸銭 と春服銭の合計20貫は,約16.7斜の粟にあた り, こ

れは約 1tの籾に相当す る｡1898年のナムデ ィン省の調査によれば,ltはほぼ 1等田1畝の収

比較す ることはで きないが,ヴ一 ･ヴァン ･ヒェンの報告す るフンイェン省の給田平均値0.75

畝49)を民丁受給分 6分半の仮平均 とすれば, 1分の平均は0.75/6.5で約0.12畝にあたる｡ さて

従 9品の官は8分を受給す るが, このうち 6分半は,一般民丁であって も当然受給 しうるもの

であるか ら,実質的を上のせ分は 1分半,0.18畝 にす ぎない｡ とすれば,仮に受給す る公 田が

全て 1等田であった として も,公田受給分はその俸銭 と春服銭合計の2割にす ぎないのである｡

仮に受給田が 3等田であれば, この比率はその 1/3, 7%に低下するのである｡俸給中に占め

る公田受給のメ リットはほ とん ど名 目的をものにす ぎなかった と考えることがで きよう｡

では官員によって占有 された 公田の展はどの程度のものであった ろうか｡『大南会典事例』

7-14,同127-144には嗣徳 4年 (1851)段階の文武官員定員数が載 っている｡以下の表は同

書 によって各部局 ごとの定員を位階に分け, 各々の総和をだ したものである｡ (なお この表に

は該総,副総,社長のよう在郷職は含まれない｡)50)

米人流まで含めた文武官員に,その位階ごとの分数を乗 じて総和すると, 228,507分である｡

この内95%は 5品以下の官員で占められる｡官員の分数か ら一般民丁で も支給される 6.5分を

47)『大南遵録｡正編第 1紀,巻32,義隆6年｡

48)NgoVinchLong,op.cit.,p.54.

49)VuVanHiきn,邦訳,p.20l.

50)本義は以下の要領によっている.

① 品位不明の官は原則として衣中に加えていをい｡③ この表は文 ･武各部局別の官吏定員数の総和

である｡したがって部局に属していをい下級官吏は含まれてい夜い｡③ 『大南会典事例』137によれば,

衛は原則として,衛尉1,副衛尉1から在り,隊は該隊1,隊長2,外委隊長2から覆る. したがって

特に記載の夜い限り,全ての衛,隊はこれによって計算した｡④ 外委隊長の品鉄は,大南会典事例

127の品秩表中にはみられ夜いoLかし同義には正隊長,隊長の別がある.ここでは正隊長を隊長,

隊長を外委隊長と考えた｡(蔓)各公-付される鞠信以下は, 諸公の人数が不明の為,各公一名とLで

計算した｡⑥ 地方部隊下士官には厳密には

従 5品 各省抹兵該隊,召募南兵該隊

正6品 召募北兵該隊,召募南兵正隊長率隊

各省棟兵正隊長率隊
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正

従

文 官

中 央 他

lE 2 6

従 2 12

1仁 3 17

従 3 2

正 4 39

従 4 13

正 5 65

従 5 39

正 6 66

従 6 24

正 7 83

従 7 19

正 8 138

従 8 28

-lE 9 222

9
】
流

γ

.
人

計

‥

従

{
未

一

武
万

分数1/計

6 t3 14 15 210.0

6

2

8

2

2

3

6

9

8

5

2

9

0

8

8

9

一
1

1

｡

8

1

8

3

15

11

21

5

38

2

68

竺

3

2

2

2

3

3

11 23 14 322.0
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164 190 11.5 2185.0

996 1147 11.0 12617.0

057 2135 10.5 22417.5

153 377 10.0 3770.0

015 2154

326 2621

978 4056

564 4082

22 78

7日H

910

1932

4942

25560

9.5 20463.0

9.0 23589.0

9.0 36504.0

8.5 34697.0

8.5 663.0

8.0 7280.0

8.0 15456.0

8.0 39536.0

228507.0

除 くと,62,357分になる｡ これが官員 としての支給分である｡ さて嗣徳 4年にもっとも近い戸

口統計である紹治 7年 (1847) の戸｢lT籍は全｣二で 1,024,388人51)である｡ これに一 般民丁

としての分数 6.5分を乗ず ると6,658,600分になる｡ 1分の量は前述のように各村落において

まちまちであるが,仮に全村落がその村落員に応 じで一定の割合で官員を出 していた とすれば,

-一般民丁の総分数 と官員の総分数の比率は,一般民丁の受田量総和 と官lrliのそれとの比率 と等

しくなるはずである｡ この仮定によって両者の分数の比を較べてみれば,署員の増給分に充当

される公田は,全公nlの 1%弱にしかあた らか ,,l｡ これは常民の圧倒的部分をtl凍 る5品以下

従6品 各省操粘土兵正隊長率隊

召募北兵正隊長率隊

正7品 召募南兵正隊千戸 挟兵正隊長

従7品 召募南兵隊長,練兵隊長

正8品 召募北兵隊長,抹粘土兵隊長

の別があるが,ここでは会典 137の記述にしたがい,該隊は全て従5品,率隊は正 6品,正隊長は従

7品として計算した.会典137には外委隊長の品位が覆いが,これに準じて正 8品とした｡① 閑訊率

隊は正6品とした｡序)関粗該隊は従 5品とした｡⑨ 関租衛尉ほ在外衛尉として従3品としたO同じ

く副衛尉は4品とした.⑲ 関粗隊長は従7品,同外委隊長,次隊長は正8品とした｡⑪ 閑粗協管1,

同管奇 1,同塵目4,同管墜8は品秩不明のため,本義から除いた0

51)NgoVinhLong,op.cit.,p.37.
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桜井:義隆均m例の分析

の受給分が,一一･般拭J~に比べて4.5分～1.5分の増給をうけるにとどまっているか らである｡ し

たがって,宜Iiがその地位のゆえに受給 しうる公田は,公州全体の鼠の中ではごく一部にす ぎ

ず,民丁の受M削 こ影響を与えるほ どではなか った とす ることができよう0

以 上官員に対する公田分給は, 一 般民丁の受給分に比 して, 前代よりむ しろ減少 し,その俸

給体系の中 の位置も名目的なものにす ぎず, 星的にも一般民 J'の保有分に較べてわずかを部分

を確保 しえたにす ぎないことを述べたO 事尖, こU)後明命20年 (1839)10月,官員-の均給は

職frn-1の高 卜にかかわらず全て停 rl･.されたのである()これは,官員給 与とLての公田均給がその

粟質的意味をまった く火っていたことを意味 している｡

(2) 兵J~･Ji.lDI_

洪徳均州例にお､いて,兵 い＼V)給山は きわめて複雑な等隅をな していた｡)J上司金刀力土の

8分半, (民丁比212.5)か UfT,備役兵卒 ともいえる軍色Uiの 4分 (TFlJ100)まで12階等に分か

れていた.52)こ机 こ比 して嘉隆均日払の兵丁ははるかに単純化封 Lている｡『義隆均給官別法 ｡

によれば,薫J̀ほ

禁 兵 9分 (拭J■比138)

従禁兵 8分半 ( 川 131)

精 兵 8分半 ( 川 131)

従粕兵 8分 ( 川 123)

と, これに後述す る属兵をJJHえた 5階等 しかない () 各兵椎に属する隊名は 『大南寒録』 中の義

隆均M例文に詳細に述べ i',nている｡53)

でEj:これ吊もJ▲V)給州持分は,公川縁 qFjf.V)中で どのよJ-)な地位 を占めているだろうか｡虜隆

期兵 lAu)総数は,宮更総数V)場合とrr'1じく算定が甚だ しく困難なので, ここでは 『人商会典事

例』に載る後の嗣徳 4年期の各部隊定数か らその総和を算糾す ると,皇帝直属の親衛軍である

親兵総計は8,893人,その他の宮廷護衛軍である禁兵が19,222人,精兵が15,877人,地方軍が

約104,850人 と覆る｡総計約15万人程度が駈朝期の総兵力 と考えてよかろう｡ このうちほぼ2/3

を占める地方軍を嘉隆兵制で いう従精兵に比定す ると,8分 ×104,850で約 84万分に達す る｡

しか し- 一般民 J~として受給 しうる6分半をこれか ら除 くと,兵卒 としての受給分は 157,500分

にす ぎないO嗣徳期の親兵 ･禁兵 と粛降期の禁兵 ･従禁兵 ･精兵の各隊は鎗綜 しているので,

ここでは一括 して精兵の 8分平 として総和す る と, 約 37ノJ~4千分に遁す る｡ このうち-一般民

丁 とLての受給分を除 くと,約 8万8千分になるO中 央軍,地方軍介計では24万5･5千分 とな

52)拙稿 ｢秋穂均田例に関すを史料紹介(2).pp.101-105.
53)この Ul大南寒録.』中の隊名を,『大南会典事例｡ その他の史料にみられる外箱民の召易と一般徴兵の

二種類の隊に分別し,その均旧例 Lの地位を考えることは,粛隆期軍団の構造を知る上で,きわめて

興味深いテーマであるが,紙【frlの関係から別絢に委ねる0
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る｡ これは前述の官員受給分総計をわずかに上回るだけである｡梅田を別にすれば,兵 Tの受

給分 も量的には一般民丁保有分のごく一部にす ぎなかった といえるだろう｡

『嘉隆均給官田法｡ では ｢隷属兵団家各局匠. といわれるものが,田7分を受給 している｡54)

｢隷属兵. とは ｢属兵.のことであろう｡ 属兵は酒代のいわゆる ｢隷卒.55)に類 して,各衛門に

配属される兵丁のことである｡『大南会典事例』143によれば,属兵は ｢I大雅属兵｣ として素隆

4年 (1805)｢六堅. とよばれる部隊が作 られたのには じまる｡ 各堅は2隊 (1隊50人)ずつ

を有 し,庁堂,公印,冊籍の守衛 と,諸事務に使役された｡ また嘉隆 12年 (1813),外籍民を

招鼻 して皇子皇孫の護衛 にあたらせた｡皇子皇孫の出府者には200塞,未出府には150名,公主

には 500名が配属され, これを ｢府第属兵｣ とよんだ｡別に ｢諸衛属兵｣が高官に配属された｡

これは正 1品の50名 (明命15年例)か ら副衛尉脇管の2名 (嗣徳 3年)まで,年代階等によっ

て多様である｡ いずれも嘉降中期か ら明命期にかけて整備されたものが多い｡嘉隆3年のこの

均田例でいう ｢隷属兵｣はお･そらくこの前身を指すのであろう｡

次に ｢tlXl家各J..3匠.56)について考える. 打つ人南会典車外 ｡9によれば,図家は嘉隆元JlIi(1802)

に内務府に設けられた官衛で,内図家 と外図家にわかたれている｡内閲家は各庫に分かれ, 3

番交代の各色工匠が朝廷の日用lL"I-作製にあた り,外tlXl家各庫は 1三とLて武器の製造にあたって

いた, これらはいずれ ヰ)明命1041:･(1829)に_r二部のJAF'f;:･轄 となった｡}

これtJ)属兵,L13()家局匠の総数は時期異動が激 しく,また史料の不足か らも算定 Lがたい｡た

とえば嘉隆 3年 (1805)頃, フエにあったf高く局匠は3,329人 と射 しるが,57)こjtは応役V)者

のみであ り, 地方回貫の者を含めた 数はィ,'明で ある｡ しか し rE'人面宴録L』第 2紀 6P)j命元年

(1820)12月の兵郵上奏に,

足年兵衛京外官吏,及各色兵匠与別併別納雑流人数凡二 卜万四T･二日二 卜有 奇 ｡

と記されている｡先の兵Tおよび文武官吏の総和を約 17万 5千 とす ると,残 りの約 3万が属兵

各局犀,別併別納雑流人 とみることができる｡ 別併別納項は後述するように該紘,里長のごと

き村役人層や米作農民以外の総称で,当時の村落数 (嘉隆初期,北折のみで11868)58)か らみて,

これも数万単位で存在 した と思われる｡59)仮にこれらの層を0と考えて も, 属兵工匠の受給分

は(7分-6.5分)×30,000で 15,000分にす ぎず,先の民丁分数の0.2%にす ぎない｡

このように,嘉隆均田例における官吏兵丁の受給分は民Tのそれに比べてさして大 きをもの

54)『大南会典事例｡では ｢隷兵.0

55)『酒国行政法｡ⅠIp.106.
56)『大南塞録｡｢図家諸工匠.,『大南会典事例｡｢図家局匠.0

57)『大南会典事例｡41戸部iE斌免格,粛隆3年｡

58)拙稿 ｢ヴェトナム中世社数の研究. 『東南アジア 歴史と文化｡5,東京,1975,p.37.
59)『鼻隆均給官田法｡武階末人流8分には ｢該総.｢一該総仇. ｢副総仇.,文階米人流8分には ｢社長.｢村

長J ｢庄長｣が含まれている0
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ではない｡ その意妹では 『ヴェ トナム歴史｡ が官吏 ･兵丁による公 田纂奪を義隆均 田例に求め

るのは誤 りである｡では嘉隆均旧例は何故このような詳細夜等階表 と規定を必要 としたのだろ

うか｡嘉隆均 田例には州一般民 丁~と官Iiの間に官員 子孫,官員 妻妾,退職官吏,課中土人等-の給

凹を別に記 している｡次 に, このいわば準官員層 の給田規定が もつ意味を分析す ることによっ

て この間題 について考えでみたい｡

(2) 準官員屑

(a) 宮上i了･孫

『霜降均給官肘法｡-では r一襲蔭官Ii子孫 J に7分半を与えているo IFtrlミ子孫は洗練均 旧例で

は旗色の受給分を100とす ると125与えられていたが,嘉隆均 旧例では一般民了に対 して 115し

か授給され覆い｡ これは 一般民 rとの差 に して 1分にす ぎず,兵 ].最 卜級の従精兵や,未人流

(1807) に

文武宜日:.階散階, 日従 L晶以 f･.,井親/･許普為官員(･,将為外錆差項｡

とあ り,批柳初期では従 7品以 Lu')突 予を指 していた()従 7lr"I.以 L.a)宜貝は前表に したがえば

13,400人ほ どで,'F'rii総数の約 半数にあたる(了F'rLまJl孫の数 も,ほぼこれに似た もの と考え ら

れよう｡ 慮隆12咋 (1813)宮員(･孫は文武官1-ま従 3F'n'7以 卜の実 召 こ限定 され,II:.従 4品以 Fの

実 子は ｢1-ir ｣として兵佑 のみを免除ごり した｡60)劇晦18隼(1819)a)改訂では,文武 4品以 1･.

の宜の諸 (A.I:i全で 机i予とされ, ‖;.6['u'l以 Lではただ 1(･V)みが F'l{E=it･とされるにす ぎをか っ

た,｡61)このほか劇 隆12隼例ではこの件以前に r~感動 F.三関 ｣を得た もV)は例外 として官員 了･とさ

れ,18/･I:･例では｣ヒ城 (北折)'Frr籍にあった ものの予で,既に宵fifであった ものは旧にならう

とされているO このように署員手はirLに署11の子弟を総称す るものではを く,その資格取得 に

明確 な限定を もった身分規定の--一つである｡ したがって この官員 √受 田の条項は,官員の俸給

とLての受田 とはことな り,民r受Fll数 とに若干の差 を設けることによって,その地位 を明確

化 した ものにほかならない｡この意味では均田例等階表は,受 附数の差による,身分秩序の再

規定 と考えることがで きよう｡

(b) 退任官lHi

洪徳均 旧例 にかいて致･舛 (退1T;) U)'糾1, 現職の,E"'灘 の給田分より2分削 られた｡62)『義隆

均給'飢tl法』 の例文第 1現には

60)『人南会典や例,,,56,選抜 威隆12年0

61)同 上 38,J'賦 慮隆 18年 ;『大南塞嫁 にnll:.編第 1紀,巻60,威隆 18年.
62)拙稿 ｢~洪禎均附例に関すを史料純介.(1),p.111.
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II分贈依本職,但退在町 首之後｡在来人流仇職者,其坐次在実納民項之先,土人課中之後,

英日分与実納民項同｡

とある｡ これによれば, 1品 之上より従 3品までの退職者-の待遇は現役の時 と同 じであり,

また四品以下の休官63)も在任官 と同 じであるが, ただ坐次は現役官の後に過るとされている｡

-見, この規定は洪徳期に比べ退任官吏が優遇されているかにみられる. しか し,洪徳期にお

いては9品官で も田7分を受給 し,仮に退任 して 2分削られたとしても,まだ無色に対 しては

1分の優位を保つ ことがで きる.逆に,嘉隆均H例では従 9,(.吊ま8分であって,仮に2分削 ら

れれば --▲般民 ｣~より下回って しまうのであるO均旧例文第 1項設定の功柚 は, 前述U)ように嘉

降均田例における現役官人の受給分が,洪徳別のそれより一･段 と減少 したことに求められるべ

きであろう｡

特に末人流の退官者には 一般民 J■と同等の受LIl分 しか与えられていない｡ この第 1項ではこ

る‖ こV)段階では,受け1分によらず,受‖順位J)先次による身分規定 として,義隆均=例は機

能 しているU)であるO

(C) 七人課中

院朝では科挙 とは別に ｢課土法Jという試験制度が行なわれ,合格者には 1年あるいは半年

の兵佑免除の特権が与えられた｡64)このため, 課試合格 音数はきわめて多数にのはった｡院朝

初期の人数は明らかでか がゝ, 嗣徳 24年 (1871)には 19,339名に及んでいる｡65) この土人課

中について 『嘉隆均給官田法』 第 2項は

士人課考,経巳顔中格,有単準除捜男者,許食在実納民項,及未人流仇職之先,H/Jl並同O

としている｡課 と考とは厳密には異なるが,66) この例文では r~課考 ーJ で課士試をあらわす と考

えてよいだろうO 謀試に合格することを r班中Jまたは l中格｣ という｡ r~鯖中格_J も同義で

あろう｡ r単｣は現代ヴェ トナム語でいうdo'nで公文書,または名簿の類を意味する｡r準除｣

は 『大南会典事例』102,考課候例義隆2年に ｢準免｣ の意で用いられている｡｢捜男｣はヴェ
′

トナム音では su'uslinhである｡ ス-は丁艦の意で,たとえば su'udichは賦役のことである.

リンは現役兵士である. したがってス一 ･リンは ｢兵佑 J の意 とすることができよう｡ とすれ

ば ｢有単準除捜男者｣ は課考に合格 して,兵役免除の証町書を得たものの意であろうO このよ

63)『大南寒録｡記載の蕃隆均田例はこの部分を ●●
白一品之上,至従三品致事者,坐次及口分舷依原品,('=1四品至九品休官省,坐次従業納民項之先,

凍中二上人之後｡ ニュンク▼ン
としている｡ 『義隆均給官田法｡でいう仇 官ら休官の意と考えるべきであろう｡

64)課土法については竹田龍児 ｢院朝科挙制度の- 一考察. 『東方学論集｡ 東方学会,1962,同 ｢【安南科挙

制度小考. 『史学｡37-1,1964に詳しい｡

65)竹田寵児 ｢ヴェトナムに於ける国家権力の構造.p.134.

66)竹田寵児 ｢安南科挙制度小考.p,2.
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うな課申l:人は分数 こそ 6分半で,尖納民項 とかわ らないが, その坐次は-一腰 民丁はもとよ り

来人流退任者よ りも繭にかかれる｡ ここで も均 旧例はその村落内におけるステータス固定の機

能 を果た しているのである｡

(d)宵 月 宴

洪徳均 肘例では'F'rliの妻妾はFH5分を受給 した｡67日 F嘉隆均給官日払｡ はこの官員の妻女の

均給について,次のように記 している｡

空従九品,並横川分｡1封前人鹿 川:A,領此ru為勧節之Ho没後満喪,或改嫁,此 Lu交還本社｡

これによ才ロゴ一･lrITTT之 卜よ り511"■Iまでは犬の給州の'畑ゴを支給 され, rh6['.('Tより従 9ll抗まではそ

の4割を定められているo Lか しその粟質はた とえば1fil-I"1.では減半 して 7.5分,官員の大部

を占める6品以下では最高で 4分,最低では3.2分にあたるにす ぎない｡ --.般民丁 を100とすれ

ば,各々115,62,49であり,渋紙 均 =例の骨ii嘉125に比 Lで苦しく低い数櫓 を示 している.

'rrf;lih':妾の受 ‖分は,本犬の死後 :.iLミV)後は勧節 目としてひきつづ き支給 されるo Lか L洪

徳的均旧例以来,-･般比jAu)寡婦に も寡婦 日が給 されている｡後に詳述す るように 嘉 隆均FI作li

に規定される寡姉 川は3分であるo Lたが って,勧節目との差は6['"Ill(rtV)寡婦で 1分, 9Ir枯骨

では O.2/Jlに しかあた L､)窺い√)粟佃 1/.)には寡婦 日であ-'た もV)が,一･般拭 )~V)寡婦 とU)身分的

差を明確 にす るたh/)に,特に勧節 目 と名称を改d)た と考えるべ きであろう｡ ここで も,均凹例

は明 らかに身分規定 とLてU)意味を もたされている｡

こV)よJ‖こ JF'･:員層V)分析を.甘みることによ-'て,劇稚均 ‖例が村落内各身分を,受日数の

形式的な)::Iや坐次によ･'て再規定 Lていることがわか った(,では次に宜僚秩序V)外 にあった ･ ▲

般庶民V)給lllについて,粛隆均H例はどV)ように規定 しているであ7)うか.

lV 一般庶民への給田

(1) 実納各項民

『慮隆均給官凹法く｡は ｢実納各項民 .68)として -仙別併各項.｢壮軍三項. ｢別納産 物各項I｣をあ

げ田 6分 を支給 しているo Lか し,『大酒宴録巴n『大南会典事例.｡がいず れ も6分半 としている

こと,また等僧衣では 1ランク トがるごとに半分ずつ減少す るのが常であるのに,先行す る r赦

属 兵閲家各lt引]7._)とV)差が 1/Jlもあ り異例であることか F',本来6/Jl半であった とす るのがJr:.

しかろう｡

粟納各項民は本来,丁簿V)人民分類の川 語であるo V-人面会典事例AJ37,JA簿虜隆6年 (1807)

67)拙稿 ｢渋紙均附例に関すを史料紹介.(2),p.104.

68)U'人面楚録L｡｢塞納各Lfi民｣, b■人面会肘 拝例J r麗納拭 .とあるのみでその内等射ま諾dしてい恋い()
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に載る ｢造簿格式.によれば,尖納各項民は18才以 上,59才以 卜の男 J~である. これはさ吊 こ

｢壮項ー｣ ｢民 丁項｣ -一別併各項｣ に分けられる｡別併各項は会典の榊例に

又某人受各衛文差某職,遼宜砧往,将為別併現｡

とあ り, その休式には

別併各項干人如便宜該総 ･別線 ･職名肩脚lH有銀官｡文差 ･捉更 ･属更,肩脚刷某府解｡

鎗局匠 ･ 宅隷 ･守隷 ･教坊皆倣此｡

とあるか ら,割註で示されるような各種下更の総称であろうo Lか し均田例ではこjLらの職名

の多 くは文武階 9品 末人流,隷属兵図家各局匠に含まjL, rld･練,守練,教坊 (楽人)がわず

かに残 されているにす ぎない｡69)

さて J一簿の実納各項民 と,均u例の実納各項民のうち,典通す るのほこの別併各項のみであ

るoた とえば, T.簿__L･.,実納各項に含まれる民 j一頃は,均H例では後述のように不ii･とともに

別類に含まれている｡均 ‖例の人拭分類は, J■簿 とは違 った体系で整f!l!.されているかのよJ)で

ある｡

紫朗以来, ヴェ トナムでは人頭税徴収のために r閲選法 1.をJl巨､ていたU 鍛剛閲適法につい

ては藤原利 一一郎氏に解説があ り,70)また r'~歴榊憲章類誌 L,]29に も詳細が.i.止されている｡ これし､,

によれば,先ず TをllA-J二i客J.-に分別 し職色を査 し,次いで r壮 ･里 ･民 ･芭 ･雇 ･崩 Jの6等

に分けた｡広南陳軌で もこの法は適川 されていた とみえ,た とえば 『人南嘉録LA前編 2,壬申

19隼 (1632)は順化の)7-をIl㍉･客に分け, さ吊 こ各々を壮 ･里 ･艮 ･老 ･疾 ･雇 ･窮 に分けた

とあるO 仇剛の閲選法が 両朋のいず れ V)系譜 ti:ひ くものかはイIAFuであるが,'1人南会典酬 粧 .

38,JA賦嘉隆 2年 (1803)には

分為壮･軍 ･民二項--･

とあ り, 繭代の閲選法が 老境と逃項がいれかわったのを除けば,ほぼそのまま J一̀賦徴収 上の概

念 としては継承されている｡ さてこの壮 ･民各項の内容について 『ソく鄭修例』戸部体例,嘉降

2年 (1803)は

凡選閲ffl一修, 青皮簿甲乙丙三本,,tt･選法 卜八歳始著募民 J~項, 二I･歳以上着壮項,li卜歳

以上為老項,六 卜歳以上為老陵項｡

とし,また 『人面会典事例』56,閲選嘉隆 21日ま

J▲壮登籍,老親得所

69)あるいは下史の在貰したものを,別併各項としたのかもしれをいO通常下史の在貫には--･,二級位が

卜げられる｡たとえば ｢百合.は在勤では散階従8品であるが,｢肖'合在家.は末人流である｡(『大

南会肘 好例｡｡7,官制)これから考えれば,あとの覆い米人流や,｢各図家局匠.はfE貫すると,官位
を失なってただ ｢別併各項J として総称されるだけだったかもしれない｡

70)脚注 42)参照｡
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として,閲選法によるこの年齢分類が,丁低の課税対象を選別す る基礎 となったことを示 して

いるo この嘉隆 2年閲適法によれば,壮項は20才以上50才未満の男 J一である｡

軍項は先の戸部体例素隆 2年の分別には現われないが,紫朗旧制にならった ものとすれば,

壮項の内より,常時は在郷 し,兵額に欠の生 じた場合のみ軍役に徴されるいわば後備兵 ともい

うべ きものである｡71)では何故均凹例文ではこれら二項のみが他の閲選法に分類か らき りは な

されて,実納民各項に分類されたのだろうか｡ uJ大南麗録』第1紀20,嘉隆2年の ｢租庸調法｣

をみる｡

この時期には身庸銭は広 平以南に しか適用されていないが, ここでは正戸の壮項は身庸銭 1

婚 6附,軍項は同 1纏 4附,別併項 は軍項 にならうとされている0---方民項は 1纏 2附である｡

この時期の北軒の J~賊は不明であるが,『大南会典事例｡j38, 丁賦素隆7年によれば, 壮項は

庸銭 1茸1階,軍現の名はみあたLl)ないが,別併各項は庸銭 1質1附とされているO これに対

し拭 J~項 はこV)半頗5階30文である()嘉隆3隼以前はこれより人 1阿ずつ高かった というが,

仮にこの嘉隆7年の税比率が,慮降3年期の北折にふいて も同様であった とすれば,均田例に

おいてほ庸銭の賦裸 率に したがって,別併各JJiと壮項が尖納拭Iliとしてまとめられ,次に申Jrr

で施行されていた軍現が これに加え√)れた ものであろう｡ とすれば, ここでの均ril例等階豪は

先ず J~賦V)納入額によって新たに人民内V)序列を内編成 Lた ことになるO

別納各項の内容は不明であるが,あえて推論を 卜̀せば,rfコ人面会典事例』42-47の r雑賊 . に

載る多 くの商lL.['1作物栽培農民,鉱山労働 首,手L業者等がこれに含まれるV)であろう｡ 別納各

項は 『J人面会典事例』56,遵法慮隆12年 (1813)に ｢又別併別納 与各色拭 -1とあ り,また 『コ人

商連録』第 1紀20 威隆2年に r別納別併民各隊,極北項身庸銭,視1-tt.Eli_｣とあって,選法上

もまた †一紙の Lか Ll)も別併各項 とF'J'J様に扱かわ打ている()均 ffj例 もこiLになLl)つて粟納各項に

含めたのであろう｡

(2) 民 I~･イく具一項

『義隆均総官別法』 は田5分半の受給者 として ｢民 1~不良一項｣ を掲げている｡ 民丁は前述

の実納各項のうち 18才以上 20才未満の男 丁を指す ことはいうまで もない｡ しか し同 じ箇所を

『大南塞録｡嘉隆均旧例では ｢~民丁及老疾項. とし,『大南会典事例』 では ｢民丁老疾｣ として

いる｡ 老疾は--･鮫には老人 と病 者であるが,老人は別に r老蝕 ｣ の項があ り,病者は r篤廃｣

の項があるか ら, ここでは ｢民 r本員 一項｣ とす る 『コ嘉隆均 給宮田法』の記載を正 しいとす る.

不見について 肝'国斬修例田制及給田土 』 記載の水盛均 旧例は

71)拙稿 ｢洪徳均凹例に関すを史料細介J (2),p.116;『綱目｡19脚 択6年註 〔家耕風 見額有歓,以次

尤補者,凋之軍項｡.

怒れ 紫郎の用法では｢壮項.は現役当仕の兵を指したようである (拙稿 赫掲論文,p･116)oL

かし,先の -'jlく附則礼式でみる限り, 陳朝では普通の男Tをただ年齢で分けたのみのようである0
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川肢手足不全,或 自戒耳聾暗,JJLこ為イて臭 O

としている｡72) ｢-不具 ｣はこうした手足耳目の不 自由な男 J▲をさ したのであろう｡ 先の h,r凋i

修例』戸部体例,嘉隆2年に

帯疾与自体倭小不満 三尺六 寸,許為老後疾 ･不貞 ･中線疾

とあ り,不具 もまた翫 靭選法1-.の一分類であったのだろう｡

(3) 老観雇窮
′

LrT嘉 隆均 給官‖l法r_｡では次にr老故紙究 Fについて旧 4分半が支給される｡ これは {'人南塞

録｡ kl人面会典串帆 吊 こい う r老髄顧窮Ja)意であろ J) ｡ 先の ll'大冊 条例 ｣, JTL部休例 にも r六

十歳以 L功 老練現J とあ T/),他史料 をみて も60才以 t･.の黒 rを老故 とした ことはあやが 〕ない｡

｢~顧窮 J とは融項 と窮項の意である｡『｣綱目｡B19,光順6咋 (1465)証に

貧乏為人雇工者,謂之雇qi()

とあ り,またri-T'JH44,景輿34隼 (1773)に

雇現,謂無成業,而雇作｡

とあ り,tr掴主なき農業労働音としている｡

･J1-, 1窮LjriJ についてはhTはfFrI川三条に

窮境,.満鱗寡孤独無告苦し,

とある｡ しか しr-妹寡孤独｣を r大 卜U')窮民｣■無告V)君 E.土す るV)は雑 音の決ま り文句であ-'

て,73)こV)注をそU)まま窮IjiJ)実体 とす ることはで きな い ｡ また後述す る孤寡, 前述の 老後

等 との重複が問題 となる｡ このように 【~窮現 一という呼称が名 目的, 形式的なもC/)とす れば

L顧Lji .に対す る綱E三順一高音V)注解 も, ただ i融 .a)字義 にそった解釈で, た とえば客),'との差

もよ くわか ｢ノないり

/Jtの r''人南会典事例tB38, J̀賦劇 晦2隼によオHf,顧現 ･窮現･逃項は 上紙徴収 I-.V)人丁分

類U)一つである｡ これら3現は,rril条に

或某名当為顧窮逃三項,碍免庸銭｡

とあるように,庸銭を免除されていた｡ しか しその選別は実体 に即 して該当者が申告されるも

のではなか った｡先ず数的にこの3項 とされる者には限定があ り,同条によればた とえば10丁

いれば, このうち 1j~が融 ･窮 ･逃 3項とされ,残 りの9十は,壮 3,軍 3,艮 3に分類され

る｡ その選別 も,国家が直接調査す るのではな く, lLTlじく同条に

iiH社長郷巷,-)rl先観北家之貧富,次及甚身之嬉弱,従公酌 量分捕,務得実情,不可以憎

72)拙稿 ｢洪徳的均田例に関すを史料紳介.(2),p.106.
73)たとえば ㌃孟子L〔梁恵王下に

老而無妻H晩 老而無人fj寡,老耐舵1･l∃猫,幼耐購父tl孤,此四者,天 卜之窮民而裾 Ⅰ..･潜血｡

とある｡
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為,而偏為極東｡

とあるように,郷職が餌雷強弱によって現を選別 していた｡税の収納が完全に村落 Ii叩J二に委ね

られていた 19日用dヴTT_トナムにか いては, これら窮 ･逃 ･棚U)3項への免税僻典も,粟際に

は村落全体U)鋭角机を軽減するた捌 こ,基体 とかかわりなく郷職によって制際一杯まで申告さ

れ,利川されていたことは解義,,1に想像されるo Lたがって単軸期はともか く,院朝期にふいて

はこれt､)V)Ljiは具体的なIj:体を失った ｢簿上U)仮構 として存在するにす ぎなかったのだろうo

Lか しそV)仮構 も制度 とLて存在する限 り,均m例文中に ･般民rliとはことなった一･定の規定

が必要 となる｡ これがおそらく一定に現実を反映 した老練 ･寡婦 ･孤児等の均旧例中の他の等

階 との重複をきた したと考えられよう｡

(4) 小醜実廃

『素隆均給官旧法』 では次に ｢小健賓威.が田4分を給されている｡ 『"大南寅録』 『大南会典

事例』 はこの個所を ｢~小触 ･健疾 ･篤廃｣ としている.ヴェ トナム本では ｢廃｣は通常 ｢廃.

の略字 として用いられるが,r実廃｣ なる語は他史料にみあたらず不明である｡『戸部体例』嘉

隆 2年選法では r篤廃 ･健疾 ･小健｣の3樺が区別され,また 『人絹会典事例』56に載る適法

にも

廃疾音 ･照随疾跡軽重,準許為塵疾 ･簡廃 ･小旗項｡

とある｡『風塵均姶′出目法』でいう実塵はこれら髄疾 ･篤塵 ･小観の総称であろう｡

｢【鯖廃｣ とは 行ヨ岡朝催例田制』永盛均lH例Fllに

身被屯,不成人者,応為篤廃｡

とある｡また明津では癒 ･減狂 ･全盲の意で用いているo慮隆運法にかいてもこうLた不治の

重病者を意味 したのであろう｡

r蝕疾j4)は疾病の故に倦役を免除されたものの総称 として用いられる｡ しか しここでは篤疾

と_､鋸己されているから,篤咲 r.iJ様の病人と考えるべ きであろう｡寮朝の選法では疾病者は ｢篤

廃 ･廃疾Jに分かれ,洪徳永盛両均川例等階表では r濁 廃 ･残疾｣ に分かれる｡ したがって蝕

疾はこの廃疾または洩疾 と聞き換えることができよう｡ しか し,その内容の詳細は不明である｡

小髄は 『六部惟例.n戸 部体制の霜降2年選法に不具 とならんで -小髄疾 ｣ の名がみえる｡不

l銅 潮 述のごとく,手足耳目の不FHHな宵とすれば,小健は rイ 溝三尺瓦寸｣ とされる体躯の

短小をものを指すのであろうo ここでも,均u例は霜降 2年適法の/分類を身分秩序 として規定

する役割を二恥た しているO

(5) 孤児 ･寡婦

『嘉隆均姶菅田法』はこのようにほとんど適法の分類 にしたがっている｡ しか し例外的に選

エJL--
74)飴は賦役を免ずる意であるという｡竹田寵児 ｢院朝科挙制皮の一考察.p.170.
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法 にはない ｢孤児 ･寡婦_.｣-｢rl2分が支給されている｡前述のように,綱 目編者に したがえば

これは選法上 ｢窮項. に含まれるべ きである｡孤児 ･寡婦-の拾日日ま洪徳均田例以来の伝統で
コー.=一丁イエン クT7-デ1エン

ある｡孤児を保育す るための 孤 児 Hl,未亡人の/口舌保護のための 寡 婦 In とよばれる公rll

が,1930年代まで残存 していたことはP.)/-ルーの報告す るところである075)これはかつて国

家の仁慈を駕布す るために設けられた これLl'のHIが,村落の自律的な弱者救折制度 として維持

され発展 して きた ものであることを示 している()嘉隆均M例｢flのこ6)孤児 ･寡婦-の給ITl規定

は,洪徳均rll例以来の伝統が残存 した というより,18桐 山こかいて村落共有汀=二して発達 して

きた公田の現実が, あえて選法 とことをるこの規定を均rfl例｢恒こ認めさせた もの ということが

で きよう｡ ゴ ･ヴィン ･ロンはこの側面をたか く評価 して

しか し最下級の人民で も数サオを受給 していた076)

といっている｡ しか し村落 レグェルでの現実を基礎 とす るこの規定が,逆に全土 一 律 に一定の

強制力をもって施行 しえた とは考えに くい｡ ulIll;]朝傑例田制』 永盛均田例では孤児寡婦田につ

いて, ｢(支給すべ き田が)ない場合は しな くともよいJ としている｡77)均田例のもつ善政 とし

ての側面を強調す るために,一部の村落で施能 していた孤児寡婦田を名 目的にとりいれた もの

で,均rH例全体の中ではむ しろ付加的なものにす ぎない と考えるべ きであろう078)

お わ り に

本論では仏極東学院蔵 『嘉隆均拾官田法』の紹介を中心 として,1804年公布の嘉降均円例の

内容について若干の分析 を加えた｡

しか し,19世紀 ヴェ トナムの社会経済状況の個別研究がほとん どをされていない学界の現状

において, これより何 らかの結論を導 きだす ことはきわめて危険である｡ ここでは以上の分析

をま とめ,今後の研究の展望を語るにとどめたい｡

〔第 Ⅰ節〕 当時のデルタ中枢にかいて,全 く公 田をもたない村落か ら,村落内の金田土が公田

か らなる村落まで,種々の形態の村落が同一地域 に分布 し,また同家による公田統制を示す もっ

とも重要な要素である公 田の不可譲渡性 も,事実上失われつつあった と考えられる｡ 国家によ

る田土,人丁の把握 も,流民田土の柄大,rll簿作製の困難か らきわめて不充分であ り,かえっ

て葬朝時代 より後退 していた｡ このような状況下で,国家の強力を権力を必要 とす る均lIl制が,

はた して実行 しえたか どうかが先ず問題である()

75)P.Gourou,op.cit.,p.371.

76)NgoVinhLong,op.cit..p.7.

77)拙稿 ｢永盛均田例の周辺.p.84.
78)をお実納各項民を100とすると,民丁 ･不具は85,老能69,′ト鰻62,実廃62,孤児 ･寡婦は46である｡

洪徳均田例では無色を100として,不,Fi-88,老項88,黄丁88,篤疾 ･残疾75,孤児 ･寡婦75で,いず
れも嘉隆均田例に比べれば高率である｡
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〔第Ⅲ節〕 これまで国家骨更によって為されていた分給業務の多 くが,均旧例文中から失われ

ている｡また公I如上と私田社の別 も失われている｡ これは分給業務が実質的には同家の統制下

か ら,村落の自律的な笹理 卜に移行 した ことを示 している｡

｢第m節〕 受給宵のうち骨員 ･兵丁 ･工匠の各定員に各々分数を乗ず る作業により,官員兵丁

への給日日ま,そのJrB'i位規定の評紬さにもかかわE)ず,俸給体系上 の位置 も,その公数にlJl-める

比率 も則 こわずかであった と考えられるO準Trll層の/Jl折を通 じて, これLl)詳細を等階秩序Iは,

宜 更 と人民 との身分的な差を,均rTl秩序 によって再確認 Lた ものと一払われる｡

〔第Ⅳ節〕 一般庶民の均rTT秩序は人 r税の納入順位をもとに し,次いで人T税免除項が配列さ

れている｡ これは均田例を通 じて人民内部に差別をもちこみ,国家秩序の理念を強制 しようと

した ものである｡

既に前諭 『】永盛均田例の研究』 にお･いて述べたように17,8世紀,同家 と官僚の搾取に抗 して,

村落の自律化が深 く進んでしった｡公fHの村落自i･'.管理の発展はそのもっとも象徴的な現象であ

り,永感均悶例は国家が支配の立脚点 としての公旧を,その村落の権限を一定に認めることに

よって,再構成 しようとした ものであろう｡

これに対 して長期にわたる戦乱の後に,同家権力による公田統制の弛緩 という状況下に公布

された嘉降均lH例にお､いては,公田分給の統制は著 しく後退 し,かわって均即秩序の維持のみ

が強調されたO この国家秩序の強制に対 し,村落はどのように抵抗 し, あるいはどのように屈

服 していっただろうか｡

この問題の解決のためには,均田例内の秩序のほかにたとえば祭稚秩序,年齢秩序,郷職秩

序のようを村落内の秩序が同家の身分規定 といかなる相関を もっていたかが問題 となる｡ これ

らの分析研究は別の機会に諭ず る予定である｡

なお本論は仏極東学院か ら東洋文庫に提供されたヴェ トナム本マイクロフィルムにその多 く

を魚っている｡同学院,東洋文挿,また本論校閲の労をとられた永稽 昭教授に深 く感謝す る し

だいである｡
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